
司
法
書
士
無
料
法
律
相
談　

【
要
申
込
】

２
月
28
日（
金
）13
時
～
16
時

本
庁
２
階　

相
談
室

主
に
多
重
債
務
の
相
談
や
金
銭
貸

借
な
ど
契
約
全
般
の
相
談

市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

先
着
６
人（
１
人
30
分
程
度
）

２
月
３
日（
月
）～

電
話本

庁
社
会
福
祉
課
相
談
Ｇ（

２
７
４
２
）

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
人

た
ち
の｢

だ
ん
で
会｣

２
月
15
日（
土
）14
時
30
分
～
18
時

す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
方
々
が

安
心
し
て
語
り
合
え
る
場
で
、
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
時
間
内
、
い
つ
で
も
入
退
室
可

※
参
加
無
料
・
リ
モ
ー
ト
対
応
可

サ
ー
ク
ル
だ
ん
で
ら
い
お
ん　

澁し
ぶ

田た

０
７
０（
８
４
９
８
）１
９
５
７

お
知
ら
せ

川
内
歴
史
資
料
館
開
館
記
念
日

無
料
開
館

２
月
11
日（
火
）

川
内
歴
史
資
料
館

（
20
）２
３
４
４

令
和
６
年
度
原
子
力
総
合
防
災
訓
練

を
実
施
し
ま
す

〇
令
和
６
年
度
の
訓
練

　

令
和
７
年
２
月

〇
主
催
お
よ
び
参
加
機
関

　

国
、
県
、
本
市
、
関
係
省
庁
、
市

町
村
な
ど

訓
練
の
概
要

国
、
地
方
公
共
団
体
お
よ
び
事
業
者

に
お
け
る
防
災
体
制
や
協
力
体
制
の

実
効
性
の
確
認
、
Ｐ
Ａ
Ｚ（
原
子
力

発
電
所
か
ら
お
お
む
ね
５
㎞
圏
内
）

の
要
配
慮
者
避
難
、
Ｐ
Ａ
Ｚ
の
住
民

避
難
や
、
Ｕ
Ｐ
Ｚ（
原
子
力
発
電
所

か
ら
お
お
む
ね
５
～
30
㎞
圏
内
）の

住
民
に
よ
る
屋
内
退
避
、
安
定
ヨ
ウ

素
剤
の
緊
急
配
布
、
複
合
災
害
時
に

必
要
と
な
る
災
害
対
応
な
ど

※
日
程
な
ど
の
詳
細
は
、
１
月
下
旬

に
浅
尾
大
臣
か
ら
公
表
予
定

原
子
力
防
災
訓
練
の
必
要
性

放
射
性
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射

線
は
、
目
に
見
え
ず
、
に
お
い
も
し

な
い
な
ど
五
感
で
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
原
子
力
災

害
は
、
地
震
や
風
水
害
、
火
災
な
ど

と
は
異
な
り
、
体
に
及
ぼ
す
影
響
や
、

ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
か
を

自
ら
で
判
断
す
る
こ
と
が
大
変
困
難

と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
日

頃
か
ら
の
備
え
が
大
切
で
す
。

原
子
力
防
災
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
よ
う

　

こ
の
ア
プ
リ
で
は
、
原
子
力
災
害

時
の
情
報
や
避
難
経
路
の
検
索
、
避

難
所
で
の
受
付
登
録
や
最
寄
り
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
空
間
放
射
線

量
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

ま
た
、
原
子
力
防
災
に
関
す
る
用
語

や
避
難
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、

こ
の
機
会
に
県
と
本
市
が
そ
れ
ぞ
れ

発
行
す
る
原
子
力
防
災
の
し
お
り
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

訓
練
期
間
中
は
、
訓
練
用
緊
急
速
報

（
エ
リ
ア
）メ
ー
ル
を
配
信
し
ま
す
。

〇
配
信
範
囲

　
　

配
信
時
点
で
、
本
市
に
い
る
方

の
携
帯
電
話

問
本
庁
防
災
安
全
課
防
災
安
全
Ｇ

（
内
４
９
２
２
）

お
知
ら
せ

市
税
な
ど
の
滞
納
整
理
強
化

期
間

　

市
税
な
ど
の
滞
納
整
理
強
化
期
間

と
し
て
、
２
月
１
日（
土
）～
５
月
31

日（
土
）ま
で
、
市
税
等
滞
納
特
別
対

策
本
部
を
設
置
し
ま
す
。
市
税
、
国

民
健
康
保
険
税
は
、
納
期
内
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

本
庁
収
納
課
納
税
Ｇ（

２
４
１
０
）

地
雷
撤
去
の
た
め
、
書
き
損
じ

は
が
き
な
ど
を
集
め
て
い
ま
す

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
地
雷
被
害
者
を
な

く
す
た
め
、
書
き
損
じ
は
が
き
な
ど

を
集
め
て
換
金
し
、
地
雷
撤
去
団
体

へ
寄
付
し
て
い
ま
す
。
は
が
き
２
、

３
枚
で
１
㎡
の
地
雷
を
撤
去
で
き
ま

す
。

対
象
品
＝
書
き
損
じ
は
が
き
、
未
使

用
は
が
き
、
切
手
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー

ド
、
Ｑク

オ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
な
ど

３
月
31
日（
月
）必
着

送
付〒

８
１
４-

０
０
０
２�

福
岡
県

福
岡
市
早
良
区
西
新
１
丁
目
７
番

10-

７
０
２
号�

（
一
財
）カ
ン
ボ
ジ

ア
地
雷
撤
去
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

０
９
２（
８
３
３
）７
５
７
５

意
見･

提
言
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
主
要
な
計
画
や
指
針
の

立
案
に
際
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト（
市
民
意
見
公
募
手
続
き
）制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
意
見･

提
言
を
募
集
し
ま
す
。

薩
摩
川
内
市
環
境
基
本
計
画（
第
３
期
）

（
素
案
）

■
策
定
の
目
的
・
内
容

　

第
２
期
環
境
基
本
計
画
の
計
画
期

間
が
令
和
６
年
度
を
も
っ
て
終
了
す

る
こ
と
か
ら
、
環
境
保
全
に
関
す
る

施
策
の
さ
ら
な
る
推
進
を
図
る
た
め
、

第
３
期
計
画
を
策
定
す
る
も
の
。

市

上
、
本
庁
１
階
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
、
本
庁
４
階
環
境
課
、
各

支
所
、
甑
島
振
興
局
、
各
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
中
央
公
民
館
、
各

地
域
公
民
館
、
中
央
図
書
館
、
鹿
児

島
純
心
大
学
、
川
内
職
業
能
力
開
発

短
期
大
学
校
、
川
内
看
護
専
門
学
校

※
希
望
者
に
は
資
料
送
付

１
月
25
日（
土
）～
２
月
25
日（
火
）

消
印
有
効

意
見
・
提
言
入
力
フ
ォ
ー
ム
ま
た

は
任
意
の
様
式
に
住
所
、
氏
名
、
意

見
・
提
言
を
明
記
の
上
、
直
接
、
送

付
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル

本
庁
環
境
課
環
境
管
理
Ｇ（

４

３
１
０
）

（
20
）５
５
７
０

env-kanri@
city.

　
　
　
　
　

satsum
asendai.lg.jp▲市

▲意見・提言
��入力フォーム

▲薩摩川内市
　SDGS

　Instagram

▲市公式
　YouTube
　チャンネル

▲市ホーム
　ページ

■発　行
薩摩川内市
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号
　　　　　　  0996（23）5111   0996（20）5570
　　　　　　  0996（22）8115（直通）
　　　　　　  ※音声案内後に内線番号を押してください。
閉庁日および時間外   0996（23）5115
■編　集
本庁未来政策部秘書広報課（ 4122、4123）
koho@city.satsumasendai.lg.jp

■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173番地
　　　　　　 �0996（37）3111��� 0996（37）2252
入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33番地
　　　　　　 �0996（44）3111��� 0996（44）3117
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362番地
　　　　　　 �0996（42）1111��� 0996（42）0767
祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67番地
　　　　　　 �0996（55）1111��� 0996（55）1021
甑島振興局　〒896-1201　上甑町中甑481番地1
　　　　　　 �09969（2）0001��� 09969（2）1490
　里市民サービスセンター　〒896-1192　里町里1922番地
　　　　　　 �09969（3）2311��� 09969（3）2912
　鹿島市民サービスセンター　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457番地10
　　　　　　 �09969（4）2211��� 09969（4）2672
下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819番地
　　　　　　 �09969（7）0311���� 09969（7）0753
消防局　　　〒895-0072　中郷町5031番地1
　　　　　　 �0996（22）0119��� 0996（20）3430
水道局　　　〒895-0074　原田町22番10号
　　　　　　 �0996（20）8500��� 0996（20）8512
■広報電話

0120（894）256
※夜間救急当番医や水道サービスセンターの情報が電話で確認できます。

やくしょにコール

川内保健センターからのお知らせ

※�川内地域以外の母子健康手帳交付および健康相談（成人・母子）については、
随時実施しますので樋脇・入来・東郷・祁答院地域は川内保健センターへ、
甑島区域は甑島振興局へご連絡ください。
※�臨床心理士によるこころの健康相談の日程については、問い合わせください。

事　　業 時

母子健康手帳交付 毎週火曜日（祝日を除く）
9:00 ～ 9:20 受付

健康相談（成人・母子）
※要予約

毎週火曜日（祝日を除く）
10:00 ～ 11:30

今日からできる SDGsチャレンジ！
※納期限内に納付することが困難な場合は、本庁収納課（ 2450）へ

税の納期（2月分）
税　目 納期限

市県民税 4期
2月28日（金）

国民健康保険税 8期

～SDGSに取り組んで、ポイントを獲得しよう！～
　「SDGS 未来都市」に選定されている本市独
自のポイントを「SDGS ポイント」と呼びます。
このポイントは、令和 7 年 3 月 1 日に実施する「薩摩川内 SDGS チャ
レンジシンポジウム」など、持続可能で魅力的なまちづくりの実現に
貢献するさまざまな取り組みに参加すると付与されます。

【問題】市デジタル地域通貨プラットフォーム「●● Pay」にチャージ
することができる SDGS ポイントは、市内の利用可能店舗において、
1ポイント＝1円で使用できます。●●に当てはまる言葉は何でしょう。
①つん　②かご　③つな
※答えは、2月号お知らせ版に掲載します。

【先月号の答え】　②
　｢薩摩川内 SDGS チャレンジストーリー｣と称して、SDGSに積極的
に取り組む方たちを、市ホームページ、薩摩川内 SDGS Instagram、
市公式 YouTubeチャンネルで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

問合先／�市民健康課健康増進第１・第２G（川内保健センター内）（22）8811
甑島振興局 ▲緊急避難訓練の様子▲緊急避難訓練の様子

▲緊急被ばく医療措置訓練の様子▲緊急被ばく医療措置訓練の様子

原子力総合防災訓練を実施します
〇 訓練時期 ＝ 令和７年２月
〇 参加機関 ＝ 国、県、本市、関係市町、関係行政機関など

令和６年度

訓練の概要
　国、地方公共団体および事業者における防災体制や協力体制の実効
性の確認、PAZ（原子力発電所からおおむね５㎞圏内）の要配慮者避難、
PAZの住民避難や、UPZ（原子力発電所からおおむね５～30㎞圏内）
の住民による屋内退避、孤立集落対策や携帯電話などの通信確保訓練、
複合災害時に必要となる災害対応訓練など。

　このアプリでは、原子力災害時の情報や避難経路の検索、避難所での受
付登録や最寄りのモニタリングポストの空間放射線量などを確認するこ
とができます。
　また、原子力防災に関する用語や避難の方法などについては、この機会
に県と本市がそれぞれ発行する原子力防災のしおりをご確認ください。

　放射性物質から放出される放射線は、目に見えない、においもしな
いなど五感で感じることができません。そのため、原子力災害は地震
や風水害、火災などとは異なり、体に及ぼす影響やどのように行動す
ればよいかを自らで判断することが大変困難となります。そのために
も、日頃からの備えが大切です。

原子力防災訓練の必要性

原子力防災アプリをダウンロードしよう

▲県原子力防災
　のしおり
▲県原子力防災
　のしおり

▲市原子力防災
　のしおり
▲市原子力防災
　のしおり

▲県原子力防災
　アプリ（ios）
▲県原子力防災
　アプリ（ios）

▲県原子力防災
　アプリ（Android）
▲県原子力防災
　アプリ（Android）

訓練期間中は、訓練用緊急速報（エリア）メールや市公式LINEで情報を発信します

本庁防災安全課防災安全Ｇ（　 4922）本庁防災安全課防災安全Ｇ（　 4922）

ピーエーゼット

ユーピーゼット

5 Satsumasendai city Public Relations, 2025.1.25 42025.1.25 広報


